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秋田県告示第１８７号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規定により令和６年度に県が発注する建設工事の請

負契約に係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372

号）の規定が適用される調達契約に係る一般競争入札（以下「特定調達契約に係る一般競争入札」という。）に参加す

る者に必要な資格の内容、審査の方法等を次のとおり定めたので、同条第２項の規定に基づき、公示する。

令和６年４月19日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 資格審査を行う建設工事の種類

(１) 一般土木工事

(２) 建築一式工事

(３) 法面工事

(４) 電気工事

(５) 給排水暖冷房衛生設備工事

(６) 鋼構造物工事

(７) 舗装工事

(８) 一般塗装工事

(９) 路面標示工事

(10) 機械器具設置工事

(11) 電気通信工事

(12) 造園工事

(13) さく井工事

(14) 水道施設工事

２ 特定調達契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格

資格審査の申請をする日において、次の要件を満たすこと。

(１) １(１)から(14)までの建設工事の種類に応じ、建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の規定による

建設業の許可を受けていること。

(２) 建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第21条の３の規定により算出される直近の総合評定値が、次の

表の左欄に記載された建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる建設業の種類に応じ、同表の右欄に

定める総合評定値以上であること。

建設工事の種類 建設業の種類 総合評定値

一般土木工事 土木工事業 920点

建築一式工事 建築工事業 940点

法面工事 とび・土工工事業 660点

電気工事 電気工事業 800点

給排水暖冷房衛生設備工事 管工事業 800点

鋼構造物工事 鋼構造物工事業 850点

舗装工事 舗装工事業 950点

一般塗装工事 塗装工事業 750点

路面標示工事 〃 760点

機械器具設置工事 機械器具設置工事業 590点

電気通信工事 電気通信工事業 590点

造園工事 造園工事業 750点

さく井工事 さく井工事業 660点

水道施設工事 水道施設工事業 730点

３ 資格審査の申請方法

資格審査を受けようとする者（４(２)に該当する者を除く。）は、次により申請すること。

(１) 申請に必要な書類

ア 秋田県一般競争入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）

イ 建設業許可申請書の別紙二(１)又は別紙二(２)営業所一覧表の写し

ウ ２(２)の総合評定値が記載された総合評定値通知書の写し

エ ウの総合評定値通知書に記載された審査基準日に対応する工事経歴書（建設業法施行規則別記様式第２号）

(２) 申請書類の作成に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
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(３) 申請書用紙の交付場所及び問合せ先

郵便番号010－8570 秋田市山王四丁目１番１号

秋田県建設部建設政策課建設業チーム（電話番号018－860－2425）

郵送による申請書用紙の交付を希望する者は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量

150グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて申し込むこと。

(４) 申請書類の受付期間

秋田県の休日を定める条例（平成元年秋田県条例第29号）第１条各号に掲げる日を除き、随時受け付ける。

(５) 申請書類の提出方法

(３)に記載された場所に持参すること。

(６) その他

資格審査の公正を図るため、(１)に掲げる書類以外の書類の提出を求めることがある。

４ 資格者の決定等

(１) 資格審査の結果、特定調達契約に係る一般競争入札に参加する資格を有する者（以下「資格者」という。）を

決定したときは、その旨を申請者に通知するとともに、秋田県一般競争入札参加資格者名簿に登載するものとす

る。

(２) 令和６年度秋田県建設業者等級格付名簿に登載されている者で、資格審査時において、２(２)の資格を満たし

ているものは、資格者とみなし、秋田県一般競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。

５ 資格の有効期間等

(１) 資格の有効期間

資格者として決定された日から次に掲げる日のいずれか早い日までの期間とする。

ア 令和７年３月31日

イ ３(１)ウの総合評定値通知書における審査基準日から１年７月を経過した日

(２) 有効期間の延長

令和７年３月31日前に資格の有効期間が満了する者で、再度資格審査を受け、資格者の決定がなされたものに

ついては、同日まで資格の有効期間を延長することができる。

６ 資格者の決定の取消し

次のいずれかに該当する場合は、決定を取り消し、その旨を通知する。

(１) 虚偽の申請又は不正な方法により資格審査を受けたとき。

(２) 地方自治法施行令第167条の４に該当すると認められるとき。

７ 申請事項の変更届

資格者は、申請書等の記載事項に変更が生じたときは、速やかに別に定める変更届を提出すること。

秋田県告示第１８８号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項の規定により令和６年度に県が発注する測量、設計及

び調査の業務の請負契約に係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第372号）の規定が適用される調達契約に係る一般競争入札（以下「特定調達契約に係る一般競争入札」と

いう。）に参加する者に必要な資格の内容、審査の方法等を次のとおり定めたので、同条第２項の規定に基づき、公示

する。

令和６年４月19日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 資格審査を行う業務の部門の種類

(１) 測量業務

ア 測量一般

イ 地図の調製

ウ 航空測量

(２) 土木関係建設コンサルタント業務

ア 河川、砂防及び海岸・海洋

イ 港湾及び空港

ウ 電力土木
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エ 道路

オ 鉄道

カ 上水道及び工業用水道

キ 下水道

ク 農業土木

ケ 森林土木

コ 水産土木

サ 廃棄物

シ 造園

ス 都市計画及び地方計画

セ 地質

ソ 土質及び基礎

タ 鋼構造及びコンクリート

チ トンネル

ツ 施工計画、施工設備及び積算

テ 建設環境

ト 機械

ナ 電気電子

(３) 建築関係建設コンサルタント業務

ア 建築一般

イ 建築構造

ウ 建築設備

(４) 補償コンサルタント業務

ア 土地調査

イ 土地評価

ウ 物件

エ 機械工作物

オ 営業補償・特殊補償

カ 事業損失

キ 補償関連

ク 総合補償

(５) 地質調査業務

ア 地質調査

(６) 環境調査業務

ア 騒音調査

イ 振動調査

ウ 大気調査

エ 日照調査

オ 電波調査

カ 水質調査

キ 土壌調査

２ 特定調達契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格

資格審査の申請をする日において、次の要件を満たすこと。

(１) １(１)の場合にあっては、測量法（昭和24年法律第188号）第55条第１項の規定による登録を、１(２)の場合

にあっては、申請部門に係る建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）第２条第１項の規定

による登録を、１(３)の場合にあっては、建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第１項の規定による登録

を、１(４)の場合にあっては、申請部門に係る補償コンサルタント登録規程（昭和59年建設省告示第1341号）第

２条第１項の規定による登録を、１(５)の場合にあっては、地質調査業者登録規程（昭和52年建設省告示第718

号）第２条第１項の規定による登録を、１(６)ア、イ、ウ又はカの場合にあっては、申請部門に係る計量法（平

成４年法律第51号）第107条の規定による登録を受けていること。

(２) １(１)の場合にあっては、測量士又は測量士補を３名以上（うち測量士２名以上）有していること。

(３) 申請部門（申請部門が１(１)又は(３)に係るものである場合にあっては、それぞれの業務に係るいずれかの部

門）について、申請日の属する営業年度の直前二営業年度において実績があること。
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３ 資格審査の申請方法

資格審査を受けようとする者（４(２)に該当する者を除く。）は、次により申請すること。

(１) 申請に必要な書類

ア 秋田県一般競争入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）

イ ２(１)に掲げる法令等による登録を受けていることが確認できる書類

ウ 営業所一覧表

エ 測量等実績調書

オ 技術者経歴書

カ 申請者が法人である場合は申請日の属する営業年度の直前２年の営業年度における貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書及び注記表、個人である場合は申請日の属する営業年度の直前２年の営業年度にお

ける貸借対照表及び損益計算書

キ 営業経歴書

ク 申請者が法人である場合は商業登記簿謄本

(２) 申請書類の作成に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(３) 申請書用紙の交付場所及び問合せ先

郵便番号010－8570 秋田市山王四丁目１番１号

秋田県建設部建設政策課建設業チーム（電話番号018－860－2425）

郵送による申請書用紙の交付を希望する者は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量

150グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて申し込むこと。

(４) 申請書類の受付期間

秋田県の休日を定める条例（平成元年秋田県条例第29号）第１条各号に掲げる日を除き、随時受け付ける。

(５) 申請書類の提出方法

(３)に記載された場所に持参すること。

(６) その他

資格審査の公正を図るため、(１)に掲げる書類以外の書類の提出を求めることがある。

４ 資格者の決定等

(１) 資格審査の結果、特定調達契約に係る一般競争入札に参加する資格を有する者（以下「資格者」という。）を

決定したときは、その旨を申請者に通知するとともに、秋田県一般競争入札参加資格者名簿に登載するものとす

る。

(２) 令和６年度秋田県建設コンサルタント業務等入札参加資格者名簿に登載されている者は、資格者とみなし、秋

田県一般競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。

５ 資格の有効期間等

令和７年３月31日

６ 資格者の決定の取消し

次のいずれかに該当する場合は、決定を取り消し、その旨を通知する。

(１) 虚偽の申請又は不正な方法により資格審査を受けたとき。

(２) 地方自治法施行令第167条の４に該当すると認められるとき。

７ 申請事項の変更届

資格者は、申請書等の記載事項に変更が生じたときは、速やかに別に定める変更届を提出すること。


